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令和７年度第１回川崎市社会教育委員会議 青少年教育施設専門部会 摘録 

 

 １ 日 時 令和７年１１月２６日（水）１０時００分～１２時００分 

 ２ 場 所 川崎市役所本庁舎復元棟２０４会議室 

 ３ 出席者 

（１） 委 員  番匠委員、境委員、大津委員、松田委員、南谷委員、元木委員 

 

（２） 事務局  教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課 

山口課長、本波担当課長 

教育委員会事務局学校教育部指導課   北村担当課長 

こども未来局青少年支援室       菊池担当課長、湯川担当課長 

                            筒井担当係長、石山職員 

 

（３） 施 設    子ども夢パーク             友兼所長、森脇副所長 

         黒川青少年野外活動センター      野口所長、大谷事業主任 

         八ケ岳少年自然の家          三井所長、細川課長 

         青少年の家              佐藤所長、齋藤副所長 

 

 ４ 議 事 

（１）令和７年度事業進捗状況について 

（２）今後の自然教室及び八ケ岳少年自然の家の方向性について 

（３）その他 

 

５ 資 料 

資料１  青少年教育施設専門部会委員名簿  

資料２  川崎市社会教育委員会議規則  

資料３  青少年教育施設の概要について  

資料４  青少年の家 令和７年度事業進捗状況  

資料５  子ども夢パーク 令和７年度事業進捗状況  

資料６  八ヶ岳少年自然の家 令和７年度事業進捗状況  

資料７  黒川少年野外活動センター 令和７年度事業進捗状況  

資料８  今後の自然教室及び八ケ岳少年自然の家の方向性について（概要版） 

 

６ 議事内容 
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議事（１）令和７年度事業進捗状況について 

○番匠部会長 皆さん、おはようございます。部会長に任命していただきました田園調布学

園大学の番匠と申します。もうこの部会に参加してかなり長い時間がたっておりまして、

いろいろな歴史も見てきております。各指定管理の皆さんには、日頃から本当に尽力して

いただきましてお礼申し上げたいところですけれども、より良くしていくための会議とい

うことで、指定管理からの報告と、あと、委員の皆さんからの意見を融合して、いい運営

をしていけたらなと思っております。それでは、議事を進めていきたいと思うんですけれ

ども、まず、議事（１）の令和７年度事業進捗状況についてということで、各指定管理者

から７分ぐらいで説明をお願いしたいと思っております。そして、各指定管理者からの報

告の後、報告内容に関する質疑を８分間ほど設けたいと思っております。できる限り時間

を厳守していただければと思います。 

 それでは、初めに青少年の家から報告をお願いしたいと思います。 

○佐藤所長 青少年の家の佐藤です。座って説明させていただきます。今年度の利用人数の

目標として、３万４，０００人を目標にして運営しております。資料４です。現時点とし

ては３万４，０００人が達成できるような方向で計画しております。 

 利用目標のところで、今年度力を入れているところは、川崎市がパラスポーツの推進とい

うこともありまして、ボッチャを進めましょうということで、各中学校、小学校、または

地域教育会議とか地域にボッチャの指導に出向いております。 

 また、学校との関係を重視しようということで、中学生の職場体験、または大学生のイン

ターンシップ等の受入れを中心的に動き回って、力を入れてきているところでございます。 

 当然、事業等に関してはたくさんの事業を進めながら、市民に青少年の家の認知をいただ

きながら、また、ガールスカウト、子ども会、ボーイスカウトの方達に利用していただき

ながら、施設の充実を図っているのが現状でございます。 

 ２ページ目をお開きください。利用者数のところですが、令和５年度から利用人数を挙げ

させていただいております。令和７年度１２月時点で、今２万３，０００人強という形に

なっておりまして、あと５か月ある中で、目標の３万４，０００人は達成できるのかなと

思っております。 

 下のほうにも書いてありますが、利用団体のほうは、コロナ前から利用していた宿泊団体

が泊まって活動することも大丈夫ではないかということで、もとに戻ってきているのが現

状です。 

 ３ページをお願いいたします。主な主催事業という形で書かせていただいております。

４月から１０月ということで記入しておりますが、真ん中辺のところにありますサマー

キャンプ、オータムキャンプ等は、夏休みと学校休みの期間を利用しまして、小学生・中

学生を対象に、当施設で１泊しての体験宿泊事業をしております。こちらは募集をかけま
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すと、すぐ相当数の人数が集まっておりますので、今年度のサマーキャンプに関しては、

夏休み期間に２日間催しをやることにしました。そちらも、やはり最初の段階では３年生

のお子さんたちが初めて参加するというようなことで、３年生のお子様の申込みが多数あ

るような現状でした。子供たちは喜んでいますので、このキャンプに関しては、冬休みに

新春キャンプとか、あと春休みのスプリングキャンプというような形で今後も計画してお

ります。 

 ４ページをお願いします。４ページですが、こちらはユースワーカーズ倶楽部、こちらも

今は１５名の加入ということで、高校生、大学生が大分見学とかいろいろなことをやりた

いということでお話が来ております。 

 また、シニアサポーターズクラブは、６５歳以上の方が週１回、スポーツセットを使いま

して卓球をやられたりとか、またうちの事業のおはなし会を子供たちにお話をしてくれた

りとか、いろいろな活動をしてくれております。 

 ユースワーカーズ倶楽部のほうは、地域に出向いて地域のイベントに参加したり、あと当

施設の主幹事業とかいろいろなところに参加していただきながら、大学生・高校生の経験

を踏んで、コミュニケーションを踏んで進めていければと思ってやっております。 

 また、ここのところに来まして、ボーイスカウトの方たちのボランティア活動で当施設の

作業等の手伝いをしたいということで、ボーイスカウトの方たちからの奉仕もあり、職員

がついて活動を進めているのが現状です。なかなか日程的に合わないところもあるんです

が、その辺の調整をしながら進めております。いろいろな意味で地域に根差した施設づく

りということでできるだけ広報しながら、近隣の学校とかいろいろなところに声をかけて

話をしております。 

 その他の事業として、１０月のほのぼのスクールは、近隣の梶ヶ谷小学校さん、西梶ヶ谷

小学校さん、宮崎台小学校さん、宮崎中学校、宮前平中学校の５校の先生方に運営委員に

なっていただきながら、４泊５日でうちの施設に泊まっていただきながら、異学年との交

流を深めながら、学校とも連携を図っております。そういう意味で、学校のほうからボッ

チャの指導をしてくれとか、いろいろなところで声がかかってきているような現状です。 

 あとはそこに書いてありますが、１２月に親子スキー教室ということで、これは川崎市全

域に声をかけておりますが、今のところ八ケ岳少年自然の家と共催で行うわけですが、

３６名の申込みがあり、実施予定で進めています。 

 あと、先ほどもお話ししましたが、１月に新春キャンプ、３月にスプリングキャンプとい

うようなことで進めております。 

 ３月には、ユースワーカーズ倶楽部が中心で青少年フェスタを進める予定で、今現在、計

画中でございます。 

 施設設備等に関しては、齋藤のほうからお話しさせていただきます。 
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○齋藤副所長 齋藤です。では、４番の施設設備・管理に関する対応ということで、４月か

ら１０月にかけては、大きな修繕等はないですけれども、ドアクローザーの修理とか、

ウォシュレットの交換とか、増圧給水ユニットの修繕とかが入っていまして、それを一つ

ずつ修繕したりしています。 

 あと、ここには書いていないですが、これからは厨房施設の更新に取り組むので、それぞ

れの厨房機器も大分古くなってきましたので、新しいものに更新したいと考えております。 

 大きいところでは、消防設備点検と建築設備点検の指摘事項がありまして、そちらも全て

更新しております。 

 施設設備に関しましては、以上になります。 

○佐藤所長 川崎青少年の家については、以上でございます。 

○番匠部会長 ありがとうございます。以上の御説明について、質問ございますでしょうか。 

○境委員 ボーイスカウトから。さっき奉仕の受入れというお話があったんですけれども、

そういうような奉仕の受入れみたいなことは結構オープンにして募集というか、そういう

受入れをなさっているものなのでしょうか。 

○佐藤所長 現在、奉仕活動を行いますので、参加をお願いしますというようなことは言っ

ておりません。団体のほうから相談を受けたときに、うちのほうとしても団体のところで

どこどこだけやってくださいということはなかなかできませんので、職員が利用日常の段

階でつける時にやっております。 

 今年度は、同じ団体ですが、春と１２月にお願いしたいというようなことで、日程を合わ

せてやっております。 

 実際的には、今度の１２月には剪定した枝を一緒に切っていただいたり、あとは野外活動

でできる条件作りというようなことを手伝ってもらっております。以上です。 

○境委員 ありがとうございます。 

○番匠部会長 ほかに御質問はございますでしょうか。 

○大津委員 前回もちょっとお聞きしたんですが、ホールのところ、雨漏り、あれは直って

いますか。 

○佐藤所長 一応、教育委員会と工事業者のほうにも相談させていただいておりまして、教

育委員会としては、今年度、予算確保して実施していくような方向で進めていますという

ような返事が返ってきております。まず、それ以降どんな形でいつ何々の計画をしてみた

いな形の返答はまだ返ってきておりませんので、まだ、場所がちょっと変わったりするん

ですけれども、一応あのホールは気付ける現状で、できるだけ影響がないようにというこ

とで進めています。以上です。 

○番匠部会長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。 

 では、続きまして、子ども夢パークからの御報告をお願いいたします。 
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○友兼所長 子ども夢パークの友兼です。よろしくお願いします。夢パークとしましては、

１ページ目は利用者数ですけれども、１０月までに４万４，３６５人ということで、昨年

度に比べるとちょっと増えました。一昨年に比べるとちょっと減ったみたいなところで、

この辺は凸凹なのかなというところではあるんですけれども、団体も同じように増えたり

減ったりというところにあります。 

 そして、この表の中にちょっと今回載せ切れていないんですけれども、同じ利用者という

観点からいきますと、フリースペース「えん」、不登校の生徒もいます、授業というところ

ですけれども、そこの登録者数は現状１５０名程度で、小学生が非常に増えている傾向に

ある。これは世の中の傾向と同じなのかなと思います。 

 人数の面に関しましては、夏の熱中症対策というか、報道であれだけ外に出るなと、熱中

症指数が高いぞと言われた中で、実際に夢パークでも日向のところと日陰のところに指数

計を置いて、皆さんにどれくらいですよということをお伝えしながらやってきているんで

すけれども、報道よりは明らかに数字が低くなる。当然、水なり土なり、木があり木陰が

あるということでそうなるわけで、そういうことをインスタ等であったり、広報する中で、

乳幼児親子も安心して、それならということで来ているところで、昨年度よりは増えたの

はその辺りが大きな要因なのかなと考えております。 

 ２ページに行きまして、いつもどおりですが、今御説明した乳幼児親子に対する事業とい

うことで、金曜あそぼう会、おはなし×２パーク、親子でもっとあそぼう会、ゆるりであ

そぼう話そう会、この辺りが乳幼児に対する事業になっていて、ゆるりで話そう会などは、

手遊びをしながら、ゆるい、垣根の低い保護者の相談も併せてやるということで、これは

非常に人気というか、人が集まるところであります。 

 そして、夢パークらしくということで、せせらぎ清掃、メンテナンスの日は、子どもやボ

ランティアと一緒に部屋の掃除をして、物を直して夢パークを使っていこうということを

やっております。 

 そして、中高生の活動として、スタジオ講習、サタデーナイトスタジオ、そしてＫｕｊｉ

Ｒｏｃｋ、ゆるロックというものが中高生の大きなイベントになります。このＫｕｊｉＲ

ｏｃｋは、既に２回やっておりますけれども、１２月にもう１回やることが、高校生たち

の提案の中で決まっております。１２月１４日だったかな。 

 ３ページ目に行きまして、おさがりバザール。これはもう２０年間ずっとやっていますけ

れども、非常に今でもニーズが高い。子どもたちはすぐに大きくなって、使えなくなる服。

そして、夢パークでどれだけ汚してもいい服が夢パークの中で代々いろいろな子供たちに

おさがりし続けている。地域の中でのおさがり会ということです。 

 その後につきましても、ゴールデンウイークでの遊ぼうウイーク、そして夢パークまつり、

そしてこどもゆめ横丁が夢パークの大きなイベントになってくるわけですけれども、去年、
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ここで横丁を楽しくしよう会（ＹＴＫ）という裏方の組織がありましてなんてお話しをさ

せていただいたかなと思うんですけれども、今年からがらっとメンバーと、ＹＴＫ初代に

近いメンバーが抜けて、今は小学生がまた新たに今度は、横丁たのしクラブ、通称よこた

の、と本人たちは言っていますが、そこが横丁出店者以外で夢パークの中にある横丁とい

うものを盛り上げていこうということで、今年から名前が変わって、やっていることはそ

んなに変わらないですが、子供たちが横丁をどんどん盛り上げていこうよということを

やっております。 

 そして、合同見学会もずっと人数がありまして、昨年の数を全部足し合わせてみたら、月

１回の合同見学会で夢パークアドバイザー、前所長の西野と僕を合わせて、約２５０件近

い視察があるという状況。僕らが対応したのがその数で、実際には時間が合わなくて、

ちょっと見学させてくださいというものを入れると、これにさらに３０、４０足してくる

ことになるのかなと思います。 

 その二つ下に、中高生の会と書いてあるんですけれども、夢パークはもともと中高生の居

場所をつくらなきゃということで、２０年前にできたわけですけれども、利用人数として

は乳幼児親子がすごく多い。そして、中高生が忙しいという中で、もう１回中高生の声を

聞こうということで、中高生と一緒に今何が楽しいのか、今何をやりたいのかというニー

ズを聞こうということで、中高生の会を今年から改めてもう１回始めているところです。

そのような形で子供の声をどんどん拾うという工夫をしてやってきております。 

 ４ページに行きまして、インスタのフォロワー８，７００人と書いてありますが、昨日見

たら９，０００人を超えていました。どんどん増えている。取りあえず、１万人はいつ行

くんだろうと昨日スタッフと話していました。 

 施設の課題というか、施設整備に関するところですが、この排水バイパス工事はもう既に

終わりました。消防ホースに関しても年明けに入れ替える予定になっております。屋上防

水も今、教育委員会でどうにか今年度の中で整備できるんじゃないかという話をいただい

ています。ただ、大きなところで全天候スポーツ広場の照明が、１２基あるうちの６基し

か今点灯しておらず、やっぱり暗くて危ないという話を教育委員会としているんですが、

ここについてはまだ改修のめどが立っていないというところが夢パークの現状かなと思い

ます。 

 以上です。 

○番匠部会長 ありがとうございました。以上の御説明について、質問等ございますでしょ

うか。 

 ちょっと私からなんですけれども、こどもゆめ横丁が大きなイベントということだと思う

んですが、これから行うのか。 

○友兼所長 横丁は、今年度はもう終わって、１１月３日にやって、１，５６６人でしたか、
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そのくらいの来場者があって、今年は３１店舗、１０９名の子供たちが店を出した。ちょ

うど今年が２０回目ということで、２０回記念展示とか、僕は２０回全部見ているので、

２０回分のチラシとか、ボランティアで撮り溜めた２０１８年ぐらいから７、８年分の映

像をつないで流したりなんてことをしました。 

○番匠部会長 ありがとうございました。ほかに質問はございますでしょうか。 

 なければ、次の報告に移りたいと思います。続きまして、八ケ岳少年自然の家から報告を

お願いいたします。 

○三井所長 八ケ岳少年自然の家の三井です。よろしくお願いします。八ケ岳少年自然の家

では、基本という部分に立ち返りまして、本年度は自然に親しんで、富士見町の豊かな自

然の中で、団体や個人の宿泊生活を通して健全な青少年の育成に取り組もうということで、

そこに立ち返って行っております。そして、八ヶ岳ならではの活動、プログラムを取り入

れてやっていこうということで活動しております。この中で、基本的には安心・安全が大

事になりますので、そういった環境づくりと適切な指導に努めていくことになっておりま

す。 

 この中で、ゆとりあるプログラムの実施ということで、自然体験や野外活動に加えまして、

自然の家の活動ですので、食事ですとか入浴、清掃、全てが学習の一環という形で、充実

した活動が行えるよう、私たちのほうでも指導しております。 

 また、今度はＳＤＧｓという部分でサスティナブルプログラムの本格的な運用ということ

で、自然環境を大切にする意識を持ってもらうために、持続可能な生活習慣の定着を目的

としまして、小さな行動が未来を支える、そういった考え方を学習を通じて身につけられ

る取組を行っています。 

 そして、団体受入れの強化、一般利用の促進ということに力を入れております。 

 また、施設が老朽化しておりますので、老朽化対策としましては、寒冷地特有の環境を考

慮した効率的な修繕を実施していこうということで、取り組んでおります。 

 そして、安全な活動ができるよう、毎月安全委員会というものを設けまして、食の安全で

すとか、施設内の危険箇所の洗い出し、プログラムにおける危険要因の抽出・対策検討を

行う形になっております。 

 ２ページをお願いいたします。利用状況につきましては、先日、青少年支援室にメールで

送らせていただいているものは数字が間違っていましたので、こちらに正確なものを用意

していただいておりますので、こちらの数字でお願いいたします。 

 宿泊利用人数につきましては、５万１，１３３人ということで、令和６年度に比べまして

１，７６０人ほどマイナスになっております。日帰りにつきましては、それほど大きくは

変わっておりません。利用団体数につきましては、多少増えているような状況になってお

ります。 
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 令和６年度比における主な増減の要因といたしましては、春の中学校の自然教室が他施設

での実施となったことで、本年度は当施設を利用しなかったということです。 

 また、昨年度はバスの入札の不調によりまして、一部の学校が他施設を利用しましたが、

本年度はそれ以上に再編、整備といった部分がありますので、小学校１９校が他施設で自

然教室を実施したため、利用人数は大きく減少しているような形になっております。例年

までは１１月まで自然教室を行っていますが、本年度は１０月下旬で自然教室は終了して

おります。 

 一般利用者及び青少年団体につきましては、曜日の並びですとか、あとは小学校の利用が

少なかった部分に利用することができましたので、そういった部分で青少年団体について

は、今年の数字としては増えているような状況になっております。 

 次のページをお願いいたします。主催事業の実施につきましては、やはり施設にはアスト

ロハウスがございますので、そちらのアストロハウスを使った活動が主になっております。

月に１回開催しているふじみ星空観察会は、長野県内のテレビにも取り上げていただいた

りしまして、２０７名ほどの参加がありました。 

 また、一般利用者向けのふれあい星観察会は、利用者が増えておりまして、３，４６１名

が参加しております。 

 あと、ふれあいサマーキャンプ、こちらは継続になりますが、川崎市の子供たちとの交流

事業ということで行っております。 

 今年、新たな試みで、母の日ワークショップというものを行いまして、母の日に合わせま

して、親子で参加できる多肉植物の寄せ植えを行いました。これは大変好評で、２０名の

定員に達した参加となっております。 

 主催事業におきまして課題がありまして、主催事業の実施に当たりましては、参加者が集

まりやすい週末や夏休み期間は、同時に自然教室でしたり社会教育団体の利用でいっぱい

になっておりますので、特に日程の調整が難しいということがあります。 

 星空観察事業につきましては、継続的にできるようにボランティアスタッフの増員を図っ

ております。 

 その他の事業報告につきましては、今年度は富士見町及び富士見パノラマリゾートと連携

しまして、川崎市民無料キャンペーンを行っておりましたので、こちらを川崎市民に活用

していただけるように、利用団体を含め調整を行いました。 

 その他、川崎緑化フェアに出展し、自然の家のＰＲを実施しております。 

 また、自然教室の一部を今他施設で利用していることがありまして、実は八ケ岳少年自然

の家は、令和７年度から閉鎖しているという誤った情報が一部に広がっていることがあり

ます。他施設の利用を検討していたり、施設は運営しているんですか？という問合せが

あったりします。そういった風評被害が一部あるものですから、正確な情報の発信に努め
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ていければと思っております。 

 ４ページ目をお願いいたします。こちらは施設修繕に関する部分で、非常にたくさん修繕

を行っております。老朽化でたくさん記載がありますが、これとは別に７月１日に落雷が

ありまして、花の棟の消防設備、アストロハウスの望遠鏡ですとか、あと施設内の電話基

盤などが多数被害を受けまして、一部は復旧に何か月もかかるような形になりました。復

旧費で約４００万円かかりましたが、今現在は全て復旧している状況となっております。 

 あと、これ以外にも今、修繕工事等を進めている部分がありますが、体験事業について報

告させていただければと思います。 

 次の５ページ目をお願いいたします。課題の取組につきまして、自然教室に向けサスティ

ナブルプログラムを本格的に運用しました。一昨年から始めまして、３年目で本格的に実

施ということで、実施校数は小学校２８校、約２，８００人の方にプログラムに参加して

いただくことができました。 

 その他、物価上昇による料金変更を今実施しております。 

 その他、今、トイレがまだ和式トイレという部分が屋外にはありますので、利用できない

子供たちがたくさんおりますので、こちらを今改修しているような形でございます。その

他にＬＥＤ照明、省エネルギー化を進めています。施設の老朽化に伴いまして、必要な修

繕を順次今実施しているような形になっております。 

 １２月以降の事業展開につきましては、今、受水槽の工事を行っております。受入れ人数

を制限している形になりまして、一部休所が発生します。年末年始につきましては、要望

が非常に多いですので、今年度も開所するような形になっております。 

 １月から３月につきましては、冬期自然教室の受入れ、３月末を中心に青少年団体の受入

れを行ってまいります。 

 また、従業員の研修につきましては、できるだけ行ってまいります。 

 八ケ岳少年自然の家からは、以上になります。 

○番匠部会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、御質問はございますで

しょうか？ 

○境委員 すみません。私は自然教室に関わったことがないのですが、泊数とか、確かに小

学校とか中学校がそれぞれあると伺っているんですけれども、泊数は何か決まったパター

ンがあるものなのでしょうか。 

○三井所長 自然教室につきましては２泊３日、そのほかにつきましては本当にまちまちで

す。 

○境委員 小学校、中学校も２泊３日。 

○三井所長 ２泊３日です。 

○境委員 全部平日ですか。学校によって違うでしょうけれども。 
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○三井所長 週末にかかっている部分もあります。例えば日曜入りですとか土曜出とか、そ

ういった部分もございます。 

○境委員 なるほど。そうすると、この泊数は自然教室が一つあると述べ泊数自体が２にな

るのか。 

○三井所長 そうです。泊数は２になります。 

○境委員 ありがとうございます。 

○番匠部会長 ほかに御意見はございますでしょうか。 

○松田委員 ガールスカウトの松田です。昨年度は小学生、中学生のバスの利用ができない

ということによって自然教室がなくなって、今年度は違う施設の紹介があったことによっ

て、さらに人数が減ってしまっています。本来ならば、今年度は川崎市で小中学生をその

まま八ヶ岳を利用する形で使わせていただけたらなと思っていたところ、そういう状況

だったので、八ヶ岳のよさを皆さんにお知らせする機会が減ってしまって、残念に思うと

ころがございます。 

 今回、八ヶ岳のほうがレッドゾーン、イエローゾーンで危ない地域があるということも

あったため、使用を控えるような状況があったのかもしれませんが、実際にイエローゾー

ン、レッドゾーンの地域も、詳細に調べてみれば対策を行っていることによって、線状降

水帯が発生したときに、何も被害がなかったという事実があります。土地も高台ですごく

いい場所ですし、自然豊かなところを川崎市で守っていただきたいなという気持ちもござ

います。 

 また、それとは別に、小中学校の利用もありますけれども、大学生とかのサークルとかで

宿泊の利用があるかどうかを聞きたかったんです。そういった学生さんの合宿みたいな形

で利用される件数はありますでしょうか。 

○三井所長 今現状でいきますと、大学生のサークル等での利用はほぼないような感じです。

あったとしても年に１件あるかないかというような形です。高校生の利用はあったりしま

すが、大学生はないです。 

○松田委員 以前、ＰＲということで、各団体で作っていただいたビデオとか、そういった

ものを一つにまとめて、川崎市の施設ということでＰＲしたら皆さんの利用が増えるん

じゃないかなという話をさせていただいて、それも何年か話し合って行うという話が流れ

てしまった現状があるので、今回先ほどお話がありましたけれども、間違った情報、今は

使用できるにもかかわらず、やっているかという問合せもあるということは、やはり市の

ＰＲ不足もありますし、誤った情報だけが流れてしまって、危ないというような見立てだ

けが広がっていることを感じます。 

 川崎市内にもレッドゾーン、イエローゾーンは本当にたくさんあります。八ケ岳には台風

などの本当に危ない時には宿泊に行かないわけなので、昨年夏に発生した線状降水帯の突
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発的なものにも耐え得るような状況であるにもかかわらず、危ないの一言で、せっかくい

い施設を使用しないような形に持っていくのは残念で仕方がありません。踏みとどまって、

もう一度考えていただきたいなと思います。 

○番匠部会長 ありがとうございます。事務局から。 

○筒井係長 御意見ありがとうございます。一応これまで、後ほど議事（２）でも、今後の

八ケ岳少年自然の家の方向性について、また報告させていただくんですけれども、昨年度

からいろいろと情報が錯誤して、特に施設職員の皆様に多大な御迷惑をおかけしたところ

については、担当からもおわびを申し上げたいところです。 

 一方で、行政のそういった方向性、計画を決定していく過程の中で、やはりできる限りお

伝えしていくところではあったんですが、今日まで過程の御説明、御報告がお伝えできな

い部分もありましたので、それによって利用される皆様の不安や施設の職員の皆様に御迷

惑、御心配等をおかけしたところは、事実としてございました。今後はより一層、指定管

理事業者や八ケ岳少年自然の家の職員の皆様とこまめに情報共有しながら、ホームページ

やＳＮＳ等を使って、きちんと利用者の皆様に発信していくといったところは対応してい

きたいと考えております。 

○番匠部会長 ありがとうございます。この件に関しては、後ほどまた時間があると思いま

すので、そちらで議論を続けたいと思います。 

 それでは、最後となります。黒川少年野外活動センターより説明をお願いいたします。 

○野口所長 黒川野外活動センターの野口でございます。まずは利用の状況ですけれども、

利用目標を利用者数２万９，０００人ということで書いてあるんですが、ちょっとここに

は去年も到達できなかったんですけれども、今年も厳しい状況にあります。やはり、夏暑

いというのが大きな原因で、当施設の夏はオフシーズンじゃないかと。今まで夏休みは利

用が多かったんですけれども、暑すぎて利用者数が非常に減っている状況があります。 

 また、９月までその影響が伸びてきていて、９月も暑すぎて利用者が敬遠している状況が

あるので、逆に使いたい方は８月、９月に使っていただけるとありがたいんですけれども、

そのような状況があるのが現状です。 

 ただ、これから冬になってくると焚火を行ったっり、いろいろな活動ができるので、逆に

当施設のトップシーズンは夏より冬と謳っていっていいんじゃないかなという気がしてい

るような状況でございます。 

 あと利用者数ですけれども、利用団体が土日中心にどうしてもなって、押さえていただけ

るのはありがたいんですけれども、利用する団体が利用するので７６名で押さえますと言

うんですけれども、蓋を開けてみると３０名とか、ひどいものになると３００名というこ

とで押さえてあったんですけれども、蓋を開けると５０人とかそういう状況があって、無

料の施設ですから、なかなかそれだからということで拒否するわけにはいかない状況なん
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ですけれども、何とかそういう団体の参加者数を増やせる協力ができたらいいのかなと

思っていて、広報活動等で何か協力をしながら、一人でも多くの方に来ていただけるよう

にできたらいいのかと思っております。 

 次のページを見ていただくと主催事業が書いてあるんですけれども、主催事業は比較的順

調に参加者が集まってきている状況でございます。ちょっと中でも幾つか取り上げてお話

をさせていただくと、ゴールデンウイークに毎年やっているドラム缶ピザは、今年は

１００人超えで１２０人、１３１名、８０名ということで、３日間大勢の方が来て体験し

ていただくことができました。 

 あとは下のほうに行くと夜の昆虫観察会、前にもちょっと話題になった、夜中３時にたた

き起こして、昆虫を見に行くぞというようなキャンプですけれども、それも多くの方に、

３０名募集していたんですけど、３８名の子供たちが参加して、今年は全員起きたんだっ

け。 

○大谷事業主任 ２人起きれませんでした。 

○野口所長 起きれないというのが出てくるんですよね。朝泣くという子どもも必ずいるん

です。お母さんにも一応そういうふうに、ちゃんと起こします。でも起きなかったら駄目

ですと言いながらやるんですけど、今年も２人起きれなかったと。今年もたくさんのカブ

トムシやクワガタムシを見つけることができました。 

 その下、みんなで流しそうめんということで、コロナがあって、流しそうめんのプログラ

ムは人気があったんですけれども、箸をつけて食べるのがなかなか難しくてできていな

かったんですけれども、やっと復活しました。４０名定員のところ４１名、４６名という

方々に御参加いただいて、流しそうめんを楽しむことができました。 

 その下にある花火フェスタデイということなんですけれども、一日は雨で中止になってし

まったんですが、やはり参加者というか利用者の声で花火がやりたいんだけれども、公園

でもできないし、道路でもできないし、近所のクレームがというようなことで、花火がで

きないかしらというお母さんから声がありまして、じゃあ花火だけしに来れるようにしよ

うということで、今年は花火フェスタデイという名前で打ちました。多くの方の参加とい

うわけではなかったんですけれども、実は中止になった日はすごい大人数が来ていたんで

すけれども、雨でその日が中止になってしまったのがちょっと残念でした。移動ができる

方には移動していただいたんですけれども、１０名、１６名という参加があって、花火を

やりました。これは、来年に向けてもう少し広報をきちんとして、参加者を増やしていけ

たらと思います。 

 あと、実はこれを出した後になるんですけど、つい先日、パパママ自然体験という活動を

やりまして、平日の水曜日なんですけれども、何と４０名以上の方が平日に集まってくれ

て、今までは、おさんぽクラブという２、３歳児をうちで預かって体験プログラムを行い
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ました。なかなかそれが広報で集め切れなくて、パパママも一緒にということで体験をし

てもらったら人気があって、それが当たりまして、４０名以上の方が参加してくれたとい

うことがあります。再来週もまたパパママでピザをやる予定があるんですけれども、それ

ももう既に定員以上の集まりがあります。そんなことから考えると、子供だけというより

は、親も体験をしたいというニーズがあるんだなというのがわかってきたということにな

ります。 

 広報というか主催事業に関しては、ＳＮＳだとか、ホームページだとかを利用しながら頑

張って集めているんですけれども、大分それが功を奏して集まるようになってきたのかな

という気がしております。 

 そして、４番に行きます。施設のほうですけれども、今年は特に大きな工事等はないんで

すが、４０年にもなって、キュービクルが駄目になってしまって、来年度それを交換する

作業と、あとは工作室と厨房棟の外壁の塗り直しだとか屋根の塗り直し、あとは電気のＬ

ＥＤ化をしていただく関係があって、電気が止まってしまうので、１月に休所しなければ

いけないことになります。今度の１月ではなく再来年の１月ですけれども、そういう工事

が今入っているということを報告しておきます。 

 もう一つ、実は、７月にグラウンド脇の大きな木が突然倒れて、バク材置場のところと

キッチンカーを止めていたところにドカーンと倒れまして、キッチンカーが潰れ、木材置

場が潰れ、もう修復はしたんですけども、そんな事態がありました。 

 まだ緑が出ていたんですけれども、まだ大丈夫だろうと思っていたら、突然日中に大きな

音とともに倒れてしまいました。人がいなかったので、一安心なんですけれども、そうい

うことがあって、危ない立ち枯れの木を職員とかボランティアの皆さんと一緒に１０本以

上切り倒すことを今年はやりました。 

 木は生きているように見えるんですけど、根が枯れているらしくて、突然それが倒れると

いうことがあるので、子供たちが遊んでいるときに倒れてしまっては大変なことなので、

そんな作業をしました。ここにはちょっと載せていないんですけれども、そういう作業を

させてもらいました。 

 ５番目として、課題だとか取組なんですけれども、今度１２月以降は、しめ縄飾りのプロ

グラム、これもかなりニーズが集まっております。あとは味噌作りのプログラム。冬に向

けては、季節に応じたプログラムをやっていくということになります。 

 あとは、目が見えない方へのピザ指導を行いまして、これも昨年度は目の見えない方が

バームクーヘンをやってくださって、その方々がピザもやりたいということで、今年はピ

ザ体験をしに来てくれました。 

 すごいですよ。バトニングといって、ナイフで薪を割るのも、目が見えない人たちがやっ

ていきました。やらせてくれと言うんですよね。全部やりたい。そういう人たちはすごい
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やりたがりで、いろいろやりたい。普通だったら僕らもちょっと躊躇するんですけれども、

自分たちでやらせてほしいということで。介護員がついてるんですけれども、一緒にそう

いう体験をしていったという事例がありました。 

 あと、登戸小学校の支援級の子たちも来てくれて、この子たちも先生方と一緒にピザを作

りました。１年生から６年生まで２０名くらいいたのかな。先生方と一緒にピザをやって

いってくれたというようなこともありました。 

 地域の小学校に出張だとか、そういったプログラムも今後行っていきたいと思っています

ので、もし興味があったら、先生方お声がけいただければ、我々は今度出張するというこ

ともやっていきたいなと思っております。以上です。 

○番匠部会長 ありがとうございます。以上の説明について、質問等はございますでしょう

か。 

○大津委員 先ほど、パパママ自然体験をやったと。実は、今週ちょっと広島で全国的なこ

ども会の会合があるので、いろいろな会議の中で、やっぱり親子で参加するという、少子

化ということもあるですが、そういうものを増やすというか、増えていくというところも

ありますので、他の施設もそうだと思うんですけれども、親子でというのがこれからの

セールスポイントになるんじゃないかなと思います。 

 あともう１点。先ほどの大木の話なんですけど、いろいろな地域で大木が倒れたり、桜が

倒れたり、先ほど言ったように、見た目は全然わからないんですけど、中のほうがすかす

かで、腐って、そしてバタンと倒れる。家にぶつかったら大変だということで、どちらか

というと専門家、植木屋さんだとか、ここら辺だって林業やっている人なんていないと思

うんですけれども、そういう人に見てもらうといいと思います。というのは、太いのなん

かが折れると本当にかなり危険なので。以上です。 

○野口所長 ありがとうございます。実は、うちで自然大学校で預からせてもらう四ツ田の

緑地は、専門家の方に見ていただいて、チェックをしていただいています。その専門家の

方がそういう講習をやってくださるということで、今度我々を含めて、うちの木を使って、

もちろんお金が発生するんですけれども、講習会をしていただいて、我々も含めて危ない

ものを事前に察知できるというような状況が必要だろうということで、今そういう計画を

しております。 

○番匠部会長 ありがとうございます。ほかに質問はございますでしょうか。 

○松田委員 質問というよりも、よかったことなんですけれども、11 月 22 日、23 日の２日

間で、地域教育会議で防災についてということで、宿泊で体験させていただいたんですが、

子供たちが新しい寝袋を。自分で持っている方は持ってきましたけど、ない方は新しいも

のを借りてよかったということと、あとは夜にいろいろなイベントも行いましたけれども、

黒川の自然体験ということで、子供たちは本当に自然の中の教室で楽しめていたのが非常
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によかったということと、あと防災についても、いざというときの防災ということで、食

事からあとはテント、そういったことを学ぶことができたので、１泊２日で非常に短い期

間でしたが、そういった活動が出来て良かったと感じました。 

○番匠部会長 ありがとうございます。それではよろしいですか。 

 それでは、指定管理者からの報告は以上で終了ということで、今回出された意見につきま

しては、できるだけ今後の運営に反映していただくよう、指定管理者の皆様にはお願いい

たします。 

 

（休 憩） 

 

議事（２）今後の自然教室及び八ケ岳少年自然の家の方向性について 

○番匠部会長 それでは、時間になりましたので、議事（２）のほうに進みたいと思います。

議事（２）今後の自然教室の方向性中間報告について、事務局よりご説明お願いします。 

○北村課長 すみません、今日はお時間をいただいてありがとうございます。教育委員会事

務局指導課担当課長で、自然教室を担当させていただいております北村と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 今日の資料はその場でお配りさせていただいたものも含めて、三つ配付させていただいて

いるかと思います。まずは、概要版。Ａ４横、カラーのものがあるかと思います。今日は、

こちらの概要版を中心に説明させていただければと思います。あとはパブリックコメント、

これは今日から市民の方からいろいろな御意見を募集しております。役所の手続が始まっ

ておりますので、こちらについても併せて、皆様の忌憚のない御意見と、あと施設のほう

へも御周知の御協力いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あともう一つ、疎いんですけれども、この概要版を詳しく書かせていただいている本編を

今この場でお配りさせていただきましたので、こちらにつきましては、質疑の中でちょっ

と引用させていただくこともあるかと思います。 

 本当はもう一つ、自然教室は今他施設でやらせていただいているんですけれども、そう

いった子供たちの様子だったり、アンケート結果などは分厚くなってしまいますので、パ

ブコメのチラシにＱＲがあるかと思いますが、そちらから読み込んでいただきますと、本

日お配りしている資料二つ、プラス参考資料という形でいろいろなアンケート調査とか、

子供たちの写真などもいっぱい載せているページがありますので、そちらも後ほど御覧い

ただければと思います。 

 前置きが長くなりましたが、資料に基づいて説明させていただきたいと思います。概要版

の今後の自然教室及び八ケ岳少年自然の家の方向性（案）という資料をお手元に用意いた

だければと思います。 
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 １枚おめくりいただきまして、背景及び経緯というところですけれども、昨年度の中間報

告の際にも御説明させていただきましたが、今日は指定管理者の方も来ていただいており

ますけれども、我々は八ヶ岳自然の家を持っておりまして、そこで小学校５年生と中学校

１年生が毎年２万人ほど八ケ岳少年自然の家を利用して、自然教室を実施しております。 

 そこで、当然、市の施設ですので、前提に令和２年度から施設老朽化対策の検討に着手し

たところですけれども、令和４年度にそこの敷地の一部が土砂災害特別警戒区域、いわゆ

るレッドゾーン、イエローゾーンという話になってくるんですけれども、そちらに指定さ

れているということを確認いたしましたので、我々としては長期的な安全性、そこに施設

をもう１回建て直して、５０年、６０年使い続けて、子供たちを行かせ続けるのかという

ところで、もう一度考え直すようにというところで、現地での再編整備や慣れ親しんでい

る富士見町内での移転整備、そしてもう一つが、そもそも自然教室は箱を持たないとやれ

ないのかということを考えるというところで他施設の活用、この三つの案について、幅広

に検討していくということに令和５年度の段階でした。 

 私は、令和６年度から実際にこういったことを検討させていただいているんですけれども、

こちらも中間報告の際に御説明させていただいたんですが、昨年度はとにかくバスが取れ

ないということが最大の課題でございまして、自然教室で大体６００台ぐらい毎年手配す

るんですけれども、１台も取れない状況から昨年度、私の仕事はスタートしましたので、

そういった現在のバスの運転手不足も含めて、遠方地に行くことがなかなか難しくなって

いる中で、そもそも自然教室というものを、全校で１７０校ありますので、確実にやって

いくにはどうしたらいいのかということをより一層検討していかなければならない状況に

なりました。 

 中間報告においては、もともとバスが取れなかったことも含めて、３校が別のところに行

くような事態も発生しましたので、そういった様々な検討の結果、いわゆる施設整備系に

ついては、一旦検討を凍結しまして、本当に箱を持たないでやれるのではないかどうかと

いったことを、他施設の活用を前提に今年度、令和７年度に検討を進めるということで、

昨年度末まで一旦結論を出させていただいておりまして、今年１年間やってきた結果を踏

まえて、今回の方向性ということで報告させていただきたいと思っております。 

 ４ページ以降は、また振り返りになるんですけれども、八ケ岳少年自然の家の状況でして、

指定管理者含め、本当に日々修繕等をやっていただいているおかげもあって、昭和５２年

に建てた建物ではあるんですけれども、本当にきれいにお使いいただいておりますので、

外見上はきれいな施設ではあるんですが、もう築４８年となっておりまして、元々の経緯

がグリーンスクール事業、自然教室をやる前に公害対策の一環で、川崎区の一部の学校か

ら始まった事業をやる場所がなくなってきたというところで今の場所に建てたというのが

経緯の施設になっております。 
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 施設の劣化状況は、先ほど申し上げたように外見上はきれいにお使いいただいているとこ

ろではあるんですけれども、やはり構造物自体は４５年以上経過している木造建築物が多

く、特に設備機器類なんかは２０年で更新だと一般的にはされていますけれども、一度も

更新していない設備もたくさんありますので、基本的には建て替えなければいけない状況

です。 

 また、当時は建て替えることが前提でしたので、劣化調査なんかもさせていただいている

ところではあるんですけれども、宿泊棟（花・山・村・星）については、もう改築をしな

ければいけないというＣ判定になっている状態でございます。 

 また、先ほど申し上げたレッドゾーン、イエローゾーンにかかっている場所になりますの

で、もし建て替える場合は、その対策を整えた上でないと建築確認が下りない状態ですの

で、いずれにいたしましても、今のまま使い続けるのは難しい状況ですので、何らかの対

策をしなければいけない、八ケ岳少年自然の家は、そういう状態の施設になっているとこ

ろでございます。 

 ５ページ以降につきましては、昨年度の中間報告から、一旦検討を凍結しているという資

料になりますので、凍結中と資料にも書かせていただいておりますが、概算工事費、我々

はどうしても行政ですので、コストも無視できませんので、コストだけ更新させていただ

いております。それが下のほうに書いております概算工事費です。当時は約７２億円で計

上させていただいていたかと思うんですけれども、現在、人件費と資材費が高騰しており

まして、令和７年７月時点で約７７億円の試算となっております。 

 同様に６ページ、こちらも富士見町の方々に御協力いただいて、いろいろな候補地を出し

ていただきまして、厚労省が持っている土地だと大分狭くはなるんですけれども、自然教

室をやる分には十分だろうという広さのところだったらできるかなと当時も検討したとこ

ろであるんですが、そちらにつきましても、昨年では６８億円の試算プラス実際の土地代

等、箱が建っているので、そこを潰す代金もあるんですが、それを除いた上で６８億円

だったのが、令和７年７月時点で７３億円かかる、そういう試算になっております。 

 ７ページ以降は、今年度本格実施という形でやらせていただきましたが、箱を持たない、

いわゆる他の施設を使ってやっていくという手法ですけれども、昨年度は急遽バスが取れ

なかった関係で、３校行った結果も踏まえて、やはり子供たちを支える先生方を支えるよ

うな対策を取らなければ自然教室もなかなか持続できませんので、そういった教員の負担

軽減策を講じた上で得られる自然教室という形で、令和７年度に紹介をかけたところ、小

学校については１９校、中学校は１６校、他施設に行くというところで今年度はスタート

いたしました。 

 ８ページが、実際に今年度やった、本当にこれは１枚にさらっとまとめただけなので、先

ほど申し上げたＱＲコードから入っていただくと、各学校の活動内容や本編にもいろいろ
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写真とかが、白黒なのでわかりづらいんですが、いろいろ載せていただいているので、後

ほど御参照いただければと思います。 

 まず、小学校につきましては、１９校全校終わっていて、中学校は１６校のうち２校が春

実施ですので、合計２１校の学校が今６か所の他施設で自然教室をやったという形になり

ます。実際に、これは例えば三浦ですけれども、社会の時間で三浦半島について、４年生

のときに社会の時間で神奈川県内を学ぶという単元があるんですけれども、そこで三浦半

島のことを学んで、実際に５年生の自然教室のときに農業体験をして、三浦で学びを深め

る体験をするといったことだったり、こちら写真にもありますけれども、四谷小とかは大

房岬、千葉県の房総半島に行っているんですけれども、そういったところでのビーチコー

ミングとか、ＳＤＧｓなど海と山とのつながりを学んだり、磯遊びとかで実際に生きた生

き物に触れるという生きた環境学習で理科の単元でやるとか、そういったことをやってい

るような学校が多いです。 

 もう一つは、移動時間が１時間半から２時間くらいで行けるところを、特に小学校の先生

方は今選んでいただく傾向にございますので、当然移動時間が短いということは、活動の

時間が増えるということになります。 

 これは愛川の一事例なんですけれども、帰りにミカン狩りに行けたりとか、そういったこ

とで、児童・生徒の活動がより充実したと、そういったことも実態として上がってきたと

ころでございます。 

 ９ページになりまして、実際に行った小学校、中学校の児童・生徒にもアンケート、それ

らは本編にも細かく書かせていただいているので、御参照いただければと思います。先生

方にもヒアリングシートでのヒアリングみたいなものもさせていただきました。２１校全

ての学校において、児童・生徒の９割以上が充実した活動ができたと回答していただきま

して、当然それを支える、９割以上充実した活動ができたという回答を得るために頑張っ

ていただいているのは本当に教員の先生方ですので、そういった先生方からの御意見とし

ては、やっぱり短くなったことによって、特色ある充実した活動ができたとか、教育効果

の高い体験活動が別の場所であってもできたと、そういった御意見をいただきました。あ

とは、我々も負担軽減策は一生懸命頑張っていますので、そういったことでは看護師や添

乗員等、そういったことを一生懸命やらせてもらっていますので、そういったことに対し

ては指導に専念できる体制が図られましたといったような御感想も先生からはいただいて

おります。 

 ただ、初めて行く施設になりますので、今後に向けた改善点、八ケ岳少年自然の家と比べ

てこうだったとか、海のスポーツだと雨じゃなくても潮の流れのせいで、特にいかだがで

きない確率がすごく確率がすごく高いんですけど、筏ができなかったとか、そういった御

意見がすごくありました。今後に向けた改善点なんかはございましたので、例えば、我々
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としても、特に自然体験をしに行くというところは交通アクセスがいいところに行くわけ

ではないので、やっぱり何かあったときに緊急車両が出ないということはあります。これ

まで八ケ岳少年自然の家の場合、指定管理者の方に車を出していただいていたので、そこ

はすごくありがたかったんですけれども、他施設の場合はそうでない。やってくれる施設

もあるんですが、やってくれない施設もあるので、そういったところにつきましては、先

生に運転していただかざるを得ないことはどうしてもあるんですけれども、レンタカーを

その期間配備するという形で令和８年度以降はやらせていただいておりますので、そう

いった対応も、児童・生徒が安全・安心に自然教室ができる体制は順次、どうしてもトラ

イ・アンド・エラーの部分はどうしてもあるんですけれども、やらせていただいていると

ころでございます。 

 １０ページ以降は、２１校ができたから八ケ岳少年自然の家でもいいだろうということは、

我々は思っておらず、１７０校が別の場所に本当に行けるのかどうかというところをやっ

ていかなければいけないので、そういう意味ではもう既に再三申し上げているとおり、と

にかく今はバスが本当に取りづらくて、議会でも承認をいただいて、令和８年度分のバス

を今から取れるような手配を行っていただいておりまして、実際、小学校につきましては、

バスは順次契約が済んでいるところですけれども、早い時期からバスを取る、施設も予約

するということをやっていただいております。 

 その中で、令和８年度についても、結果として小学校は来年１１５校中５２校、中学校に

ついては５２校中４１校が別のところに行くということで確定しまして、中学校のバスは

これから取るんですけれども、小学校につきましては、一部でバスの発注は済ませており

ますので、そういった形でも早くやることによって基本的には安定確保していけると我々

は踏んでおります。 

 １１ページ以降につきましては、上のほうは民間事業者、いわゆる旅行会社や観光協会も

ものすごくこの間協力していただいておりまして、そういった様々な方の協力を得ながら、

他施設でも３年間で移行ができると我々としては判断しております。 

 下の表は、中間報告のときにも出させていただいたんですけれども、どうしても行政であ

る以上、やはりコストは絶対に避けて通れませんので、当然箱を持ってやる場合のコスト

と、持たないでやる場合のコストを比較させていただいております。上から現地での再編

整備、これは１年間当たりに割り戻しているんですけれども、先ほど申し上げた施設を仮

に持ったら７７億円かかって、当然修繕がかかるといったものを６０年使い続けることを

前提に１年間で割り戻しています。そのコストと持たないでやる運営費、ランニングコス

トのみの他施設活用を比べますと、どうしても箱を持つ経費が年々上がっておりますので、

これについては昨年度年間当たり７．７億円から８．４億円に上がっているんですけれど

も、他施設の活用につきましては、小学校につきましては民間のホテルになります。公設
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の施設、割と安いところを選ばれている学校が多いので、実態に即して積算し直した結果、

一部下がったという形で、差がより開いた形になっております。 

 １２ページにつきましては、その他自然教室以外での御利用も当然ございまして、約８割

が自然教室に使っているんですけれども、自然教室の御利用以外を細分化させていただい

た表が右上の表になっておりまして、今日もこの場に来ていただいております青少年育成

連盟加盟団体の皆様方の３．５％も含めて、市内での御利用が約１４．７％となっており

ます。 

 あと利用実態なんかも細かく分析させていただいたんですけれども、利用規模としては

１０人から１３０人、泊数が自然教室と同じ２泊３日が最も多くて、長くて、これはボー

イスカウトさんに野営をやっていただいているんですけれども、５泊６日という使われ方

を夏休みもしくは休日にお使いいただいているのが、その他の方々の御利用の状況でござ

います。 

 青少年育成連盟加盟団体の皆様と、あと川崎区の地域教育会議の皆様とは意見交換をさせ

ていただきまして、それ以外の市内の利用団体の方に対しても、アンケート調査という形

で、今後のことなど、率直な御意見を聞かせていただきました。 

 御意見は、本編の後ろのほうに、その他自由意見も含めて入っておりますので、後ほど御

参照いただければと思うんですけれども、当然残してほしいという御意見もありますし、

あとは市の施設なので川崎市民が優先予約できたのにとか料金の話、代替する活動場所の

準備が必要だといった御意見が多く寄せられたところでございます。 

 しかしながら、大変申し訳ございませんが、自然教室以外の利用状況を細かく見させてい

ただいたところ、今のままの規模感で、５３１の宿泊施設を持っているんですけれども、

これまでの規模感で施設ということは大変難しいと判断しております。ただ、そういった

市内の利用団体の体験活動を支援する方策を検討する必要は当然あると我々も思っており

ます。 

 最後のページになりますけれども、今まで説明させていただいたことをまとめさせていた

だいものを、下の五つのポツに集約させていただいております。この間２年にわたって検

討させていただきましたけれども、やはりそもそも長期的な安全性というところから、ど

うしても我々はここからスタートしておりますので、そういう課題がどうしても払拭でき

ないというところ、あとコスト比較、さらにお金もかかると。持続可能性の観点、さらに

は、ここは実際に選べる教室のやり方で今やらせていただいている中で、いろいろな学校

の先生方からも、今日も学校長お二人に出てきていただいておりますけれども、学校の実

情に合わせて、学校が自分たちの学校はこういう学びをするんだとか、いろいろな子供た

ちがいる中で、自分たちの学校だとここがいいなと学校が考えて、学校が選ぶという柔軟

な学びの形に合わせて、学校が選ぶというスタイルは、我々としては今の教育にマッチし
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ていると思っておりますので、そういうことを総合的に考慮して、今後の自然教室は他施

設の活用によりやっていきたいと考えております。 

 次期指定期間、これから議会で指定議案が上がりますけれども、３年間で指定期間を区

切っておりまして、次期指定期間内で全校他施設での実施が順次移行可能だと、我々は判

断しております。 

 上二つが自然教室の話になりまして、結果として箱が残る形になりますので、先ほどから

申し上げておりますように、利用の８割が自然教室あること、その他の利用状況、また立

ち返りますと、そもそもの地形的な課題、そういったことを含めまして、今の市で土地を

持って、箱を建てて、指定管理料を払ってという現行の形態のまま施設を維持することは

困難であると判断いたしまして、今回八ケ岳少年自然の家は、青少年協力施設としての用

途を廃止させていただきます。 

 跡地、土地と建物については残りますので、それにつきましては令和１０年度まではこれ

までどおり御利用いただけますので、条例については、廃止予定は令和１０年度になって

おります。それまでは御利用いただけるんですけれども、同時に土地と建物が残ります。

それを目途にあり方を検討して、方向性を決定してまいりたいと考えております。あわせ

て、その他自然教室以外で御利用いただいている方々に対しまして、そういった自然体験

活動が引き続き円滑に実施できるような支援策を市としても検討してまいりたいと考えて

おります。 

 すみません、ざっとで申し訳ないのですが、説明につきましては以上でございます。 

○番匠部会長 ありがとうございました。それでは、以上の説明について質問等はございま

すでしょうか。 

○松田委員 ２年ほど前からこのお話がありまして、こういった会議のときにお話しいただ

きましたが、最初から結果ありきで話が進んでいて、順番が違ったのはすごく感じます。

廃止が前提で出されたような書類だったので、私たちとか市民の声を全く聞いていなかっ

たんじゃないかなと感じます。 

 八ヶ岳の件につきまして、昨日の市議会の文教委員会を傍聴させていただきました。市で

は他のところの施設を案内しておりますが、その施設も老朽化しているわけで、また同じ

ような状況になったときに、子供たちが自然を体験する場所が果たしてあるのかなという

ことをすごく疑問に感じました。 

 あと、川崎市の公立の小中学校の生徒が学校によって体験するものが違うのは、自分で学

校を選べないですよね。地域ごとに分かれているので。それが平等性にも欠けるんじゃな

いかなと。公立の小中学校であれば、同じような自然体験でしたら、折角八ヶ岳に川崎市

の広大な土地があるのに、そこで自然体験をせずに他の地域に行き、また毎年違うという

ことは、５年生と中学１年生が体験するんですが、同じ子供たちではないわけです。みん
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なその時期はその時にしかないので。 

 いろいろなお話を聞く中で、親子三代、川崎市の八ケ岳少年自然の家を利用していて、本

当に自然が豊かでいい場所だったとか、星空がきれいだったとか、そういう同じ体験がで

きる唯一の川崎市外の土地でもありますので、他の中学の校長先生のお話を聞いたところ、

令和９年以降使用できなくなるのは本当は困るということとか、あと今回こういったこと

でホテルとかの使用があったりとか、違う地域の使用があったときに、保護者の方の宿泊

の負担が大きいということも聞いております。そういったことも考えて出されたのかなと

疑問に思います。 

○北村課長 今の質問に対して、再考すべきか。まずは、自然教室をどうやって、何度も申

し上げています。当然もともと建て替えることを前提に進めていたものではありますけれ

ども、あそこがレッドゾーン、イエローゾーンと、昨日の議会でも危なくないかという御

意見が議員から出てきましたけれども、我々としては、指定されちゃっているので、そこ

にもう一度箱を建てて、持ち続けて、子供たちを５０年、６０年に行かせ続けるという判

断は、申し訳ないですができません。 

 なので、まずは他のところでもやれないかどうか、自然教室を持続させる箱がなければで

きないなら、何とか避けて建てるとかということも検討していかざるを得なかったと思う

んですけれども、今回やってみた結果、他のところでもできるという判断をしたので、

我々は自然体験を子供たちにさせるということは何よりも、本当に先生方が大変なのは申

し訳ないと思っているんですけれども、先生方は本当に大変なので、それを応援する体制

は我々としても一生懸命バックアップします。 

 昨日、私も教育長も断言させていただいたと思うんですけれども、自然教室をなくすとい

う考えは一切ないので、それを存続するために、今の場所だと危ないところに行かないと

いけない、そこは苦渋の選択としてできない。では、本当に他のところでできないのかな

と検討した結果、できるという判断をしたので、まずは別のところでやる自然教室を存続

させるために、こういったことをやっていくと我々が検討した結果なので、あそこを使い

続けてやるという判断は、申し訳ないですができないです。 

○松田委員 現在住まわれている方とか、八ヶ岳のほうでやっていらっしゃる方たちの実際

の状況とかは確認されていますか。 

 今、危ないということを一概に言われましたけれども、川崎市にも随分危ないところがた

くさんあって、そこから引っ越すわけにはいかないわけですよね。それに対策を練るとい

う形だと思うんです。 

 八ケ岳少年自然の家についても、一部はレッドゾーンにかかっていたとしても、レッド

ゾーンにもう一度建て直すわけではなくて、少し他の場所でそういったことを、建て直し、

一部建て直す、あとは大規模な修繕もあると思うんですが、それを何も検討されなかった
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のかなと。 

 ２年前にお話をいただいてから、今回何度も頂く資料は内容が全く同じなので、検討しま

すというお言葉を信じて待っていましたが、検討されていなくて同じ結果をいただいてい

るものですから、最初から決まったものを決まったとおりに進めていくのかなと、ちょっ

とがっかりするような感じだったのが正直であります。 

○北村課長 繰り返しになってしまって申し訳ないですけれども、例えば川崎市内は土砂で

の指定を受けているエリアはないんですけれども、同じ急傾斜地という形でレッドゾーン

と指定されている学校もあります。例えば学校も、レッドゾーンにかかったから違うとこ

ろでやってくださいと、他に移れるかというと移れないので、そこで何とか学校に通わせ

なければいけないので、なのでそこをどうにかするという発想になると思うんです。 

 この間、八ケ岳少年自然の家で自然教室をずっとやらせていただいたことは、本当にあり

がたいことだと思っておりますし、できればそこでやりたいという思いは、当然、私なん

かはより先生方のほうがすごくあると思うんですけれども、その中で、まず八ケ岳少年自

然の家じゃなくてもできるんじゃないか、そこを検討しろという話だったので、やってみ

た結果、できますねと。１７０校埋まりそうです。代替案があるので、そこじゃないとで

きないというわけではないという判断の下、今回このような形になり、そういう検討はこ

の間させていただきましたので、このような報告をさせていただいている形になります。

以上でございます。 

○松田委員 北村さんがおっしゃることも、わからないわけではないんです。ただ、富士見

町と川崎市は姉妹都市であって、４８年近くそういった形で交流を続けてきた場所なので、

日本で言えば、各地にいろいろな自然施設で危ないところはあります。それは地震大国で

もありますし、津波の影響を受ける土地柄ということもあります。自然に恵まれた場所を

みんなで見守っていく方向になっていかなかったのかなという気持ちなんです。 

 今は、北海道とかも土地の売買とかで、どこかの国が購入したり、ソーラーパネルが建っ

たり、マンションがやたら建ったり、自然が壊されているのが現状で、自然は本当につく

れるものではないし、緑を守るということでも、つくられた緑を守るものとは全く違うレ

ベルで、つくることのできない自然とか空気とか、夜空がきれいなところ。そういったも

のを、川崎市での利用はないから、今まではお世話になったけれども、もう使いませんと

いう切捨て状態のような感じがして。 

 確かに、子供たちに自然の場所はたくさんあるし、自ら楽しみを探していって活動してい

くものだと思うんですけれども、盛土でつくられた自然とは大きな違いがあるなというの

と、今ある土地を手放すと、もう二度と手に入らない。川崎市の財産だと思うんです。川

崎市にそういった土地があるということを私が初めて知ったときには、本当にいいなと

思った次第です。 
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 こちらの会議に出席させていただいて４年になりますけれども、それぞれ子ども夢パーク、

八ケ岳、黒川、青少年の家ということで４団体の施設が子供たちを受け入れる姿勢で動い

ているのが、すごくいいなと思ったんです。その中の一つとして、八ヶ岳の県外。公立の

小学校、私立だったらあちこちいろいろなところに行くかもしれませんけれども、公立の

小学校もいろいろな状況があり、なかなか家族で遠くまで行くことができない子供もいる

と思うんです。 

 保護者も、ホテルとかいろいろなところを使うことによって、費用がかかるという声も聞

きました。川崎市にせっかくそういう土地があって、金額的にも他に比べれば、どこでも

高いですけれども、すごくリーズナブルに利用できる。しかも自然が満載。それから、星

座を眺めるには、ああいったアストロハウスは他にはないですよね。そういったことを考

えたときに、確かに危ないところに子供たちを行かせられないというのは、本当にごもっ

ともなことなんですけれども、危ないところをいかに回避できるように見直すとか、そう

いう姿勢でないと、危ないからやめる、危ないからやめるということではなくて、もっと

工夫して可能な場所はあると思う。あれだけ広い土地の中で活動できる場所、できない場

所、もしくは以前の黒川青少年野外活動センターの野口さんがおっしゃっていましたけれ

ども、山を守るために木を植えて備えるとか。この２年間、全く検討した内容が見えてこ

なくて、最初に頂いた資料と現在頂いた資料が同じというのは、ちょっと検討されていた

のかなという疑問もあり、もっと自然を見守る方向で考えてほしかったなという思いがあ

ります。 

○番匠部会長 松田委員の思いを言っていただいた感じなんですけど、何か聞きたいことと

かはありますか。 

○山口課長 ちょっと私から。生涯学習推進課長の山口です。昨日の議会でも、やはりレッ

ドゾーン、イエローゾーンの危ないのか危なくないか議論というのは、結構議員ともやら

せていただきました。そういう意味で、我々も今の川崎市の小学校などにレッドゾーンが

かかっている部分もございますし、直ちに危ないというものではないということは法律上

の定義としてのことであって、それは何かあった際に建物や身体に甚大な影響を及ぼす場

所だということでの設定になっています。そういうことで、雨量がどのくらいあったら危

ないだとか、そういう質問が昨日もありましたけれども、そういうことはわからないし、

そういうものでもないということです。 

 その中で、ただ、今回建て替え議論になった際に、昨今の自然状況ですとか、ここ５年、

１０年前では考えられないようなことが起こってくる状況の中で、今後同じ場所に５０年、

今回は建て替えの議論の際に、あえてそこに建て替えるのか、何か他の場所がないのかと

いう視点で検討したものでございますので、そういう意味では検討はしっかりさせていた

だいたと我々としては思っています。 
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 これは、やはり判断の世界に究極的にはなってしまうと思うんです。こういう選択肢もあ

る、こういう選択肢もある、こちらだとこういうメリットがある、こういうデメリットが

ある。そういうことを総合的に勘案して、ただし軸としては児童・生徒にしっかりとした

自然体験をさせてあげられる体制は必ず残すというようなことですとか、あと児童・生徒

の安全性は必ず守る。本当に予測を超えてしまうことは起きますので、そこを最大限守っ

ていくというような視点に立って検討したものになっています。 

 御理解くださいというのは、なかなか難しいと思うんですけれども、そういうようなこと

で今回の判断をさせていただいたということになります。以上です。 

○番匠部会長 松田委員、よろしいですか。 

 私からも質問ですけど、この資料を見まして、選べるチョイスみたいな形で、子供たちが

いろいろな地域で自然の体験をするというのは、八ヶ岳でもすばらしい体験ができると思

いますが、それ以外の選択肢があるのは、僕はいいことだなと思って聞いておりました。

コストも安いんだということなんでしょうね。それも、こういう時代ですから必要な論点

なのかなと思います。 

 前回も似たような質問をしたんですけれども、八ケ岳少年自然の家があることによって、

小学生、中学生が年に１回自然を体験しに行くことができるということもありますが、そ

れ以外の利用もあると思うんです。例えば、先ほど高校生が使ってくれることがあります

とか、家族連れで行くとか、言ってみれば川崎市に住む住民サービスとして、こういう自

然体験ができる場所があるよという側面もあると思うんですが、この施設がなくなること

によって、小学生、中学生に対しての自然体験は担保しますよということを一生懸命言っ

ていただいているんですけれども、今まで行っていた住民サービス的な利用をする場所も

なくなるという側面もあると思います。その部分は、何か対策があったりするんでしょう

か。 

○山口課長 ありがとうございます。資料の１１ページを見ていただくと、大体利用の割合

が見えてくるかと思います。自然教室が７６％、市外利用ですとかも１０％ぐらいありま

す。そういったところと、それ以外にも家族・グループですとか青少年育成連盟加盟団体

などの御利用はございます中で、我々としてケアしていかなければいけない点は、青少年

育成連盟加盟団体の方が一生懸命汗をかいてやっていただいている自然体験活動について、

この部分については、今後我々も支援策をしっかり検討してまいりたいと考えております。 

 ただ、一方で市外利用の方ですとか、レジャー的に使っている家族・グループの方、いわ

ゆる市が持っている福利厚生施設になるものですので、そういうものは時代とともにどん

どんなくなっておりますし、確かにすごくやりやすい。小学生が３００人で泊まれる。そ

れは、あればうれしいよねというものかと思いますが、利用率としてかなり低い部分もご

ざいますことから、そういったレジャー利用みたいなものについては、少し御勘弁いただ
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いてということもございます。ただ、市の青少年の育成に関わる部分については、我々と

しても課題だなと考えておりますので、少し時間をいただいて検討させていただきたいと

考えております。 

○番匠部会長 ありがとうございます。他に御意見はございますでしょうか。大丈夫ですか。 

○大津委員 基本的なレッドゾーン、イエローゾーンは、県のほうで設定したことだと思う

んですけれども、昔と違って、雨量も昔は５０ミリぐらいを想定していたものが１００ミ

リ、想定外のことが起きている時代だと先ほど言われましたけれども、想像以上の災害が

起きることは十分あるだろうと。 

 レッドゾーン、この間お聞きした第２プレーホールの上のほうは、沢認定されているとお

伺いしたんですけれども、東側のほうに長いレッドゾーンがありますよね。あれは豪雨で

埋もれちゃった、道路になっていますよね。あれがそのままレッドゾーンになっていると

思うんですけれども、あそこは沢認定されていますか。 

○山口課長 すみません、私も専門ではないですけれども、３本くらい近くにあって、全て

甲六川という川の渓流沢の認定から、沢の下、沢に土砂が集まってきて、そこからがさっ

と落ちてくるというところがレッドゾーンになっています。なので、右のほうも甲六川に

なっています。 

 ただ、その上のほう、山梨側がイエローゾーンになっていないというのは、そこに川が

あって、多分土砂がそこに落ちるという点でなっていないんですけれども、通常はレッド

ゾーンがあって、その周りを扇状にイエローゾーンが囲むというようなものかなと認識し

ております。 

○大津委員 これは、やっぱり沢があってということもあって。 

○山口課長 そうです。県の資料を頂いて見ると、全て渓流面が書いてあるので、沢のある

部分にレッドゾーンが紐づいているような感じかなと思っています。 

○番匠部会長 ありがとうございます。ほかに御意見はございますか。 

○松田委員 本来、今日の会議は川崎市の本庁舎ではなく、八ケ岳少年自然の家の視察も兼

ねて、そちらで会議を行う予定だったと思うんです。２年に一度回ってくるので。私は、

前回、八ケ岳少年自然の家の会議の場のときには、いろいろな自然の観賞、全部の建物と

か、あと他の部分も隅々まで見て回って帰ったわけですけれども、本来は今日の会議の場

も、皆さんが卓上だけの話ではなく、八ケ岳少年自然の家の場所を見て確認できて、危な

いんだなとか、大丈夫かなという判断もできたらよかったんじゃないかなと思っておりま

す。 

 最初の段階で、前年度の１月ぐらいの時期には、希望者でというお話でしたけれども、

２月か３月のときには、遠いのでここになりますということで急遽変更になりましたけれ

ども、今までいろいろ会場を回ってしてきたので、それもできなかったことは、話だけで
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なく、実際の場所を見て確認をして、判断する材料になればよかったなとすごく感じまし

たので、この席でお伝えいたします。 

○番匠部会長 ありがとうございました。それでは、時間も迫っておりますので、次の議題

に移りますけれども、よろしいでしょうか。 

 

議題（３）その他 

〇番匠部会長 議題（３）その他ということで、その他、委員の皆様から何かありましたら、

この場でおっしゃっていただければと思いますが、何かございますでしょうか。 

では、私から。ＰＲなんですけれども、私は大学で子供の権利の活動などをやっていまし

て、子供がいろいろまちづくりをする、ミニたまゆりというイベントが今週の土日、

２９日、３０日にございます。４００人くらいの小学生が集まるイベントなんですけど、

見学できますので、もし興味がありましたら、ホームページを見て本学に来ていただけれ

ばと思います。 

ほかに何か御意見がある人はいますか。大丈夫ですか。 

○筒井係長 職員からお配りしているんですけれども、今日から川崎市の子ども子育て施策

の計画として取りまとめられる第３期川崎市こども・若者の未来応援プランというものを

現在策定しておりまして、素案が先日まとまりまして、これもまた今日からパブリックコ

メントという形で意見聴取を行ってまいりますので、例えばこちらにつなげて言えば、保

育とか福祉とか、養護とか様々な市の子育て施策の計画を示したプランとなります。皆さ

ん、こちらもＱＲコードからのぞいていただくと、概要版等をお示しさせていただいてお

りますので、御意見等を頂戴いただければ幸いでございます。以上でございます。 

○番匠部会長 ありがとうございます。他にないようでしたら、議事は全て終了したため、

進行を事務局にお返ししたいと思います。 

○筒井係長 番匠部会長、議事の進行をありがとうございました。 

 本日は以上となりますが、次回の青少年教育施設専門部会の予定でございますが、来年の

２月上中旬頃の開催予定と考えておりますので、よろしくお願いいたします。次の会場は、

子ども夢パークで開催する予定でございます。具体的な日程、議事等につきましては、調

整の上で皆さんの上に発信させていただきます。 

 以上で本日の専門部会については閉会となります。皆様、本日は御出席いただきましてあ

りがとうございました。 

 

 

（１２時００分 終了） 


